
第二十一条　理事及び監事に対して、評論員会において別に定める総額の範囲内で、評議員

会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する
ことができる。

（職員）

第二十二条　この法人に、職員を置く。
2　この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理

事会において、選任及び解任する。
3　施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章理事会

（構成）

第二十三粂　理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）

第二十四粂　理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものに
ついては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

（1）この法人の業務執行の決定

（2）理事の職務の執行の監督

（3）理事長及び専務理事の選定及び解職

（招集）

第二十五粂　理事会は、理事長が招集する。
2　理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）

第二十六条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。
2　前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限

る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案に
ついて異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

（諌事録）

第二十七粂　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2　当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第六章資産及び会計

（資産の区分）

第二十八条　この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。
2　基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

（1）土地

（ア）埼玉県比企郡滑川町大字月輪字上ノ山1548番52所在のつきのわ保育園敷地

（398．60平方メートル）

（イ）埼玉県比企郡滑川町大字月輪字上ノ山1548番53所在のつきのわ保育園敷地
（262．50平方メートル）

（ウ）埼玉県比企郡滑川町大字月輪字溝半田201番所在のつきのわ保育園園庭等敷地

（157平方メートル）
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